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団体割引 15% 適用団体長期障害所得補償
更新のみ
補償タイプ表

団体長期障害所得補償（BLタイプ） 1口あたりの保険料表（月払）
●てん補期間（＊1）：団体長期障害所得補償（満70歳の誕生日まで）（ただし、65歳以上の場合は3年）
●免責期間（＊２）：団体長期障害所得補償（365日）
●引受対象年齢：満69歳以下（保険の対象となる方（被保険者）ご本人は会員本人に限ります）
●月額保険金額（支払基礎所得額）：1口10万円（上限口数20口まで）（＊3）

団体割引 15% 適用がん補償
更新のみ
補償タイプ表

本タイプは新規募集は行っておりません。

本タイプは新規募集は行っておりません。

平均月間所得額の範囲内（賞与を含む年収の1/12）を限度に設定してください。
■口数の決め方

年齢別の保険料

× ＝
ご加入口数 ご加入の保険料

保
険
料
計
算
式

円 口 円

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

4,590

6,470

7,360

6,270

BLタイプ

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

（単位：円）

870

20～24歳 820

970

1,210

1,880

2,910

加入年齢
1口あたりの保険料

男 

性

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

5,720

7,100

6,960

5,340

BLタイプ

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

750

20～24歳 560

1,010

1,530

2,550

3,890

加入年齢
1口あたりの保険料

女 

性

●ご加入の月額保険金額（支払基礎所得額）は、平均月間所得額（＊4）の範囲内、かつ、上限口数
以下で設定してください。

（＊1）保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間（ただし、セットされる認知症・メンタル疾
患補償特約の対象となる精神障害については2年を限度にお支払いの対象となります。）

（＊2）保険金をお支払いしない期間
（＊3）口数の決定方法：「平均月間所得額（＊4）」以下でかつ上記記載の上限口数の範囲内で設

定してください。
（＊4）加入申込み直前12か月における保険の対象となる方（被保険者）ご本人の所得（＊5）の平

均月額をいいます。
（＊5）「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から

「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」
を控除したものをいいます。

●保険料は保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）や
性別によって異なります。
●同様の他の保険制度に加入していても保険金額が合算して平均月間所得額の範囲内であれ
ば、本保険にご加入いただけます。　　　　　　　
●団体契約の始期日時点（2024年3月1日現在）での満年齢で5歳きざみの保険料が決められ、
年齢群が上がった場合は、更新時に自動的に変更となります。

●保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点（2024年3月1日現在）の年齢をいいます。）によって異なります。

お支払いする保険金・保険金額

●この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体
的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10
（2013年版）準拠」および「国際疾病分類－腫瘍学（NCC監修）第3版（2012年改正版）」に定
められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この
保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新た
な分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病
があるときには、その疾病を補償対象に含みます。

（＊1） がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師等によって診断されることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断
確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
また、同一被保険者についてがん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限

がん補償  保険料表（月払）
（単位：円）●引受対象年齢：満89歳以下 ※ご加入口数は1口のみです。

り、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、が
ん診断保険金をお支払いできません。

（＊2） 時期を同じくして（＊6）2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術について
のみ保険金をお支払いします。手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保
険金日額の10倍、20倍または40倍となります。

（＊3） 1回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について、45日が限度です。
（＊4） 「重度状態」とは、国際対がん連合（UICC）の定めるTNM分類等の病期分類において、が

んの進行度がステージIVに該当すると診断確定された状態をいいます。
（＊5） 「所定の手術」とは、胃全摘除術、片側肺全摘除術、食道全摘除術、片側腎全摘除術、膀

胱全摘除術、人工肛門造設術、喉頭全摘除術（発声機能の喪失を伴うものに限りま
す。）、四肢切断術（手指・足指を除きます。）をいいます。

（＊6） 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

がん診断保険金

がん入院保険金

がん手術保険金

がん通院保険金

がん退院後療養保険金

がん重度一時金

がん特定手術保険金

がん葬祭費用保険金

がんと診断確定されたとき（＊１）
入院の有無にかかわらず一時金として

がんで入院（日帰り入院も含みます）されたとき
入院１日目から１日につき

がんで所定の手術を受けられたとき（＊2）
手術の種類に応じて１回につき

がんで20日以上継続入院したときに、
その前後の通院に対して（＊3）

がんで継続して20日以上入院したあと
退院したとき

がんの病状が所定の重度状態（＊4）に
あると診断確定された場合

がんと診断確定され
所定の手術（＊5）をうけたとき1回につき

がんを直接の原因として死亡し
親族が葬祭費用を負担したとき（実費）

200万円

15,000円

がん入院保険金日額の10・20・40倍

10万円

100万円

50万円

100万円限度

何日でも

100万円

10,000円何日でも

5,000円

何回でも※2

C3タイプC1タイプ

1日につき

加入年齢

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

C1タイプ
170

300

590

890

1,330

1,980

2,940

4,610

6,970

9,720

12,700

15,620

18,430

20,930

270

490

950

1,420

2,100

3,080

4,570

7,180

10,770

14,950

19,300

23,580

27,730

31,450

C3タイプ

※本タイプは治療と仕事の両立支援特約（三大疾病用）はセットされていません。
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●免責期間（＊２）：団体長期障害所得補償（365日）
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4,590

6,470

7,360

6,270

BLタイプ

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

（単位：円）

870

20～24歳 820

970

1,210

1,880

2,910

加入年齢
1口あたりの保険料

男 

性

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

5,720

7,100

6,960

5,340

BLタイプ

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

750

20～24歳 560

1,010

1,530

2,550

3,890

加入年齢
1口あたりの保険料

女 

性

●ご加入の月額保険金額（支払基礎所得額）は、平均月間所得額（＊4）の範囲内、かつ、上限口数
以下で設定してください。

（＊1）保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間（ただし、セットされる認知症・メンタル疾
患補償特約の対象となる精神障害については2年を限度にお支払いの対象となります。）

（＊2）保険金をお支払いしない期間
（＊3）口数の決定方法：「平均月間所得額（＊4）」以下でかつ上記記載の上限口数の範囲内で設

定してください。
（＊4）加入申込み直前12か月における保険の対象となる方（被保険者）ご本人の所得（＊5）の平

均月額をいいます。
（＊5）「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から

「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」
を控除したものをいいます。

●保険料は保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）や
性別によって異なります。
●同様の他の保険制度に加入していても保険金額が合算して平均月間所得額の範囲内であれ
ば、本保険にご加入いただけます。　　　　　　　
●団体契約の始期日時点（2024年3月1日現在）での満年齢で5歳きざみの保険料が決められ、
年齢群が上がった場合は、更新時に自動的に変更となります。

●保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点（2024年3月1日現在）の年齢をいいます。）によって異なります。

お支払いする保険金・保険金額

●この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体
的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10
（2013年版）準拠」および「国際疾病分類－腫瘍学（NCC監修）第3版（2012年改正版）」に定
められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この
保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新た
な分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病
があるときには、その疾病を補償対象に含みます。

（＊1） がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師等によって診断されることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断
確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
また、同一被保険者についてがん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限

がん補償  保険料表（月払）
（単位：円）●引受対象年齢：満89歳以下 ※ご加入口数は1口のみです。

り、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、が
ん診断保険金をお支払いできません。

（＊2） 時期を同じくして（＊6）2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術について
のみ保険金をお支払いします。手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保
険金日額の10倍、20倍または40倍となります。

（＊3） 1回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について、45日が限度です。
（＊4） 「重度状態」とは、国際対がん連合（UICC）の定めるTNM分類等の病期分類において、が

んの進行度がステージIVに該当すると診断確定された状態をいいます。
（＊5） 「所定の手術」とは、胃全摘除術、片側肺全摘除術、食道全摘除術、片側腎全摘除術、膀

胱全摘除術、人工肛門造設術、喉頭全摘除術（発声機能の喪失を伴うものに限りま
す。）、四肢切断術（手指・足指を除きます。）をいいます。

（＊6） 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

がん診断保険金

がん入院保険金

がん手術保険金

がん通院保険金

がん退院後療養保険金

がん重度一時金

がん特定手術保険金

がん葬祭費用保険金

がんと診断確定されたとき（＊１）
入院の有無にかかわらず一時金として

がんで入院（日帰り入院も含みます）されたとき
入院１日目から１日につき

がんで所定の手術を受けられたとき（＊2）
手術の種類に応じて１回につき

がんで20日以上継続入院したときに、
その前後の通院に対して（＊3）

がんで継続して20日以上入院したあと
退院したとき

がんの病状が所定の重度状態（＊4）に
あると診断確定された場合

がんと診断確定され
所定の手術（＊5）をうけたとき1回につき

がんを直接の原因として死亡し
親族が葬祭費用を負担したとき（実費）

200万円

15,000円

がん入院保険金日額の10・20・40倍

10万円

100万円

50万円

100万円限度

何日でも

100万円

10,000円何日でも

5,000円

何回でも※2

C3タイプC1タイプ

1日につき

加入年齢

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

C1タイプ
170

300

590

890

1,330

1,980

2,940

4,610

6,970

9,720

12,700

15,620

18,430

20,930

270

490

950

1,420

2,100

3,080

4,570

7,180

10,770

14,950

19,300

23,580

27,730

31,450

C3タイプ

※本タイプは治療と仕事の両立支援特約（三大疾病用）はセットされていません。
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本タイプは新規募集は行っておりません。

団体割引 15% 適用医療補償
更新のみ
補償タイプ表

M1タイプ
男性・女性共通

M3タイプ

5,000円 15,000円

5万円 15万円

25万円

手術1回につき入院保険金日額の 

重大手術以外で入院中以外の手術は5倍•重大手術以外で入院中の手術は10倍•重大手術（＊3）は40倍

（＊1） 「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった身体障害（医学上重要な関係がある身体障害を含みます。）によるものであるとき
は、再入院と前の入院を合わせた入院

（＊2） 傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして（＊5）2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支
払いします。

（＊3） がんに対する開頭•開胸•開腹手術や日本国内で行われた心臓移植等の約款に列挙された所定の手術をいいます。対象となる重大手術については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
（＊4） 血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回のお支払いを限度とします。
（＊5） 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

病気やケガで入院されたとき
入院初日から1日につき
（1回の入院（＊1）あたり支払限度日数120日）

疾病・傷害
入院保険金

疾病・傷害
手術保険金（＊2）

放射線治療保険金（＊4）

三大疾病・
重度傷害一時金

病気やケガで手術されたとき

病気やケガで放射線治療を
受けた場合

がんと診断確定された場合、または
急性心筋梗塞・脳卒中もしくは脳挫傷・
脊髄損傷・内臓損傷で入院した場合

お支払いする保険金・保険金額

医療補償  保険料表（月払）
●引受対象年齢：満89歳以下 ※ご加入口数は1口のみです。 （単位：円）

●保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点（2024年3月1日現在）の年齢をいいます。）によって異なります。

M1タイプ M3タイプ

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

930

970

1,000

1,080

1,230

1,590

2,080

2,800

3,880

5,270

7,040

2,440

2,560

2,650

2,840

3,170

4,040

5,170

7,000

9,770

13,170

17,770

75～79歳

80～84歳

85～89歳

8,780 22,250

10,770 27,480

11,400 28,630

加入年齢

勤務医向け賠償責任保険
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1.この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い
保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金：法律上の賠償責任が発生した場合において、
被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意
が必要となります。

②争訟費用：損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険
者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等
（訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。）
③損害防止軽減費用：事故（＊）が発生した場合において、被保険者が
他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生し
た事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意
を得て支出した費用
④緊急措置費用：事故（＊）が発生し、被保険者が損害の防止軽減のた
めに必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合にお
いて、 応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社
の同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて
協力するために支出した費用

＊医療業務の遂行に起因する患者の身体・生命の障害をいいます。
2.保険金のお支払い方法は次のとおりです。
・上記①の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を
限度に保険金をお支払いします。
・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払い
の対象となります（支払限度額は適用されません。）。ただし、上記②の争訟
費用については、「①法律上の損害賠償金＞支払限度額」となる場合に限
り、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払
いします。

〈刑事弁護士費用担保特約条項〉
この補償では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い
保険金をお支払いします。
①弁護士費用：被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出し
た弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等
②訴訟費用：刑事訴訟費用等に関する法律第２条に定める旅費、日当、宿
泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法第500条の２の規定
に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます（ただし、予納された金
額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余がある場合は、その残
余の額を除きます。）
これらの費用はその全額が保険金のお支払い対象となりますが、被保険者１
名あたり、保険期間を通じて500万円を限度に保険金をお支払いします。

被保険者（＊）またはその使用
人その他被保険者の業務の
補助者が日本国内で行った
医療業務の遂行に起因して
発生した患者の身体・生命の
障害について、被保険者が法
律上の賠償責任を負担するこ
とによって被る損害に対して、
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いするのは、
患者の身体・生命の障害が
保険期間中に発見（注）され
た場合に限ります。
（注）被保険者が事故を最初
に認識した時（認識し得た時
を含みます。）または被保険者
に対して損害賠償請求が提
起された時（提起されるおそれ
があると被保険者が認識した
時または認識し得た時を含み
ます。）のいずれか早い時点を
もってなされたものとします。
＊被保険者：「補償を受けるこ
とができる方」をいい、この医
師賠償責任保険にご加入さ
れた先生ご本人を指します。

〈刑事弁護士費用担保特約条項〉
日本国内で行った医療業務
に起因して被保険者（ご加入
された先生個人）が業務上過
失致死傷罪の疑いで送検さ
れた場合において、被保険者
がその刑事事件に関する弁
護士費用または訴訟費用を
支出したことによって被る損
害に対して保険金をお支払い
します。ただし保険期間中に、
事故が発見された場合に限
り、発見の時から事件確定の
時までに発生した業務上過失
致死傷罪の疑いに関する費
用に限ります。

※用語の定義等の詳細は、
約款をご参照ください。

次の事由によって生じた損害は、保険
金お支払いの対象となりません。
①保険契約者または被保険者の故意
②地震、噴火、洪水、津波または高潮
③戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
④名誉き損または秘密漏洩に起因す
る賠償責任
⑤美容を唯一の目的とする医療行為
に起因する賠償責任
⑥医療の結果を保証することにより
加重された賠償責任
⑦日本国外で行われた医療業務に起
因する賠償責任
⑧被保険者が業務を行う施設もしく
は設備、航空機、車両（原動力が
もっぱら人力である場合を含みま
す）、船舶または動物の所有、使用
または管理に起因する賠償責任
⑨所定の免許を有しない者が遂行し
た医療行為に起因する賠償責任
⑩被保険者と他人との間の特別な約
定によって加重された賠償責任

等
〈刑事弁護士費用担保特約条項〉
①事件確定により被保険者が有罪となった場合
②刑法第２編第５章に定める公務執
行妨害等の犯罪に該当する弁護
活動に関する弁護士費用
③弁護士法に基づく弁護活動を逸脱
する行為に関する弁護士費用
④被保険者が刑事訴訟法第500条
第１項に定める訴訟費用の裁判の
執行免除の申立を行った結果、執
行免除決定が為された費用
⑤被保険者の共犯人が、連帯して負担する費用
⑥刑事訴訟法第１編第16章の規定によ
り、国が被保険者に対して補償する費用
⑦被保険者または保険契約者の故
意によって生じた事故
⑧被保険者と同居する親族に生じた事故
⑨被保険者の業務に従事中の被保
険者の使用人に生じた事故
⑩美容を唯一の目的とする医療行為
に起因する事故
⑪所定の免許を有しない者が遂行した医療
行為に起因する事故。ただし、所定の許可
を有する臨床修練外国医師または臨床修
練外国歯科医師が遂行した医療行為に
起因する事故は除きます。                 等

1．次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金（治療費、慰謝料等）
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引
受保険会社の同意が必要になります。

②万一訴訟や調停、示談等になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
※あらかじめ引受保険会社の書面による同意が必要になります。
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、またはすでに発生
した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の
書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、またはすでに発生
した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた
後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等
緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て
支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場
合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

2．保険金のお支払い方法
上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に
保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払
対象となります。ただし、②の争訟費用については、①損害賠償金の額が
支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合に
よって削減して保険金をお支払いします。

日本国内における産業医・学
校医等の嘱託医としての業務
の遂行に起因して発生した不
測の事故について、保険期間
中に損害賠償請求がなされ、
被保険者が法律上の損害賠
償責任を負担することにより
被る損害に対して保険金をお
支払いします。

この保険では、次の事由に起因する
損害に対しては、保険金をお支払い
できません。
①医療行為
②故意または重過失による履行不能
または履行遅滞
③産業医等の嘱託医としての業務の
履行の追完もしくは再履行、産業
医等の嘱託医としての業務の結果
自体の改善もしくは修補または産
業医等の嘱託医としての業務に関
する対価の返還
④保険契約者、被保険者またはこれ
らの者の法定代理人が保険契約
締結時に事故の発生を知っていた
場合（知っていたと合理的に推定さ
れる場合を含みます｡）は、その事故

等

お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いする主な場合

※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料表」をご確認ください。

補償の概要等 保険期間：1年

【「保険の対象となる方（被保険者）について」における用語の解説】
（1）配偶者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実

質を備える状態にある方を含みます（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。）。
①婚姻意思＊1を有すること②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

（2）親　族：6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。（配偶者を含みません。）。
（3）未　婚：これまでに婚姻歴がないことをいいます。
＊1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。


